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法科大学院評価基準の改定について（平成 29年度実施分以後） 

 

 

改定案 現行 改定理由 

第２章 教育内容 （同左）  

２－１ 教育内容 （同左）  

２－１－１：重点基準 

 法科大学院の課程の修了の認定に関する方針

（ディプロマ・ポリシー）並びに教育課程の編

成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリ

シー）を一貫性あるものとして策定しているこ

と。 

 すなわち、教育課程が、理論的教育と実務的

教育の架橋に留意しつつ、法曹としての実務に

必要な専門的な法知識、思考力、分析力、表現

力等を修得させるとともに、豊かな人間性並び

に法曹としての責任感及び倫理観を涵養するよ

う適切に編成されていること。 

２－１－１：重点基準 

 

 

 

 

 

 教育課程が、理論的教育と実務的教育の架橋

に留意しつつ、法曹としての実務に必要な専門

的な法知識、思考力、分析力、表現力等を修得

させるとともに、豊かな人間性並びに法曹とし

ての責任感及び倫理観を涵養するよう適切に編

成されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校教育法施行規則の改正に伴い、カリキュ

ラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーを策

定する必要があることを基準に加えた。 
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改定案 現行 改定理由 

第９章 管理運営等 （同左）  

９－１ 管理運営の独自性 （同左）  

９－１－２ 

法科大学院の管理運営を行うために、法科大

学院の設置形態及び規模等に応じて、適切な事

務体制が整備され、職員が適切に置かれている

こと。 

また、法科大学院の教育研究活動等の適切か

つ効果的な運営を図るため、教職員に必要な知

識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資

質を向上させるための研修（基準５－１－１に

規定する研修に該当するものを除く。）の機会

を設けることその他必要な取組を行っているこ

と。 

９－１－２ 

法科大学院の管理運営を行うために、法科大

学院の設置形態及び規模等に応じて、適切な事

務体制が整備され、職員が適切に置かれている

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大学院設置基準の改正に伴い、教職員に管理

運営を行うために必要な知識及び技能を習得さ

せ、並びにその能力及び資質を向上させるため

の研修の機会を設ける必要があることを基準に

加えた。 
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改定案 現行 改定理由 

第１１章 自己点検及び評価等 （同左）  

１１－２ 情報の公表 （同左）  

１１－２－１ 

法科大学院の教育活動等の状況、並びに自己

点検及び評価の結果その他法科大学院に関する

情報が、適切な体制を整えた上で、刊行物への

掲載、インターネットの利用その他広く周知を

図ることができる方法によって公表されている

こと。 

（同左）  

解釈指針１１－２－１－１ 

法科大学院の教育研究活動等の状況について

は、次の各号に掲げる事項が、毎年度、公表さ

れている必要がある。 

（１）設置者に関すること 

（２）教育の理念及び目標に関すること 

（３）教育上の基本組織に関すること 

（４）教員組織、教員の数並びに各教員が有す

る学位、教育研究業績及び実務経験に関する

こと 

（５）入学者受入方針、適性試験の利用方法、

並びに志願者、受験者及び入学者の数その他

入学者選抜に関すること 

（６）収容定員、在籍者の数及び進級の状況に

関すること 

（７）法科大学院の課程の修了の認定に関する

方針、教育課程の編成及び実施に関する方針、

標準修業年限、授業科目、授業の方法及び内

容並びに年間の授業の計画に関すること 

解釈指針１１－２－１－１ 

法科大学院の教育研究活動等の状況について

は、次の各号に掲げる事項が、毎年度、公表さ

れている必要がある。 

（１）設置者に関すること 

（２）教育の理念及び目標に関すること 

（３）教育上の基本組織に関すること 

（４）教員組織、教員の数並びに各教員が有す

る学位、教育研究業績及び実務経験に関する

こと 

（５）入学者受入方針、適性試験の利用方法、

並びに志願者、受験者及び入学者の数その他

入学者選抜に関すること 

（６）収容定員、在籍者の数及び進級の状況に

関すること 

（７）標準修業年限、授業科目、授業の方法及

び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

 

 

 学校教育法施行規則の改正に伴い、カリキュ

ラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーを策

定する必要があることとされたことから、公表

する必要がある事項に加えた。 
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改定案 現行 改定理由 

（８）学修の成果に係る評価、並びに進級及び

修了の認定に当たっての基準に関すること 

（９）校地、校舎等の施設及び設備その他の学

生の教育環境に関すること 

（10）授業料、入学料その他の法科大学院を置

く大学が徴収する費用に関すること 

（11）学生の修学、進路選択及び心身の健康等

に係る支援に関すること 

（12）修了者の数並びに司法試験の合格者数及

び合格率その他修了者の進路に関すること 

（８）学修の成果に係る評価、並びに進級及び

修了の認定に当たっての基準に関すること 

（９）校地、校舎等の施設及び設備その他の学

生の教育環境に関すること 

（10）授業料、入学料その他の法科大学院を置

く大学が徴収する費用に関すること 

（11）学生の修学、進路選択及び心身の健康等

に係る支援に関すること 

（12）修了者の数並びに司法試験の合格者数及

び合格率その他修了者の進路に関すること 

 ※ 平成２９年度実施の法科大学院認証評価及び年次報告書等の調査より適用。 

 


